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OCT 2010 5ＦＭ西東京のホームページで過去に放送をした西東京市の「市からのお知らせ」を聴くことができます。

　自転車・バイクは、手軽で便利な交通手段の一つとして皆さんに利用されて
います。しかし、駅周辺の歩道や路上への放置が後を絶ちません。
　歩道は、さまざまな方が利用します。こうした歩道に自転車・バイクなどが
放置されると、利用者の通行の障害となるばかりではなく、災害・緊急時の活
動の妨げにもなります。
　通勤・通学・買い物などで自転車・原付バイクなどを利用する際は、１人ひ
とりが責任を持って自転車駐車場などを利用しまし
ょう（原付バイクは、場所により制限があります）。
　各駅周辺には自転車駐車場があります（市　HP 参
照）。自転車駐車場を利用の際には、係員の指示に従
ってください。また、混雑時はほかの利用者の迷惑に
ならないように、無理な駐車をしないでください。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

る市民税・都民税については、平成２２
年１０月支給の公的年金等から１回目の
特別徴収（引き落とし）が開始となり
ます（年金特徴）。
　年金特徴の対象となる方には、平成
２２年６月１１日に発送した納税通知書に
てお知らせしています（下図）。

１０月１日は 国勢調査の国勢調査の日日 です

■公的年金等からの特別徴収とは？
　年金特徴は、市民税・都民税の納付
方法を「納付書などで納税義務者本人
が納める方法」から「公的年金等から
本人にかわって、年金の支払者が引き
落として納める方法」へ変更する制度
です。
　年金特徴の開始により変更になるこ

◆西東京市国勢調査実施本部（札４６４－１５１５）　　※国勢調査実施期間中（１０月１３日昌まで）の臨時電話です。

◇調査を実施しています
　１０月１日現在、平成２２年国勢調査が
全国一斉に行われています。
　調査票は、同封の「調査票の記入の
しかた」をご覧のうえ、漏れなく正確
に記入してください。
　調査票はそのまま機械で読み取りま
すので、汚したりしないようにお願い
します。

◇調査票が届いていますか
　市内在住の全世帯に調査員が調査票
を配布しましたが、調査票がお手元に
届いていない場合は、西東京市国勢調
査実施本部にご連絡ください。

◇調査票の提出方法
繋調査員回収を希望された方
　記入済み調査票は１０月７日昭までに
調査員が回収に伺いますので、「調査
書類収納封筒」（大きな茶色の封筒）に
調査票を入れ、必ず封をしてから調査
員にお渡しください（調査員は、記入
内容の点検はしません。開封しないで
直接市へ提出します）。
　なお、調査員が訪問する日時に留守
にされる場合は、あらかじめ西東京市
国政調査実施本部へご連絡ください。
罫郵送で提出される方
　記入済み調査票は、「郵送提出用封
筒」（小さな茶色の封筒）に入れ、１０月

７日昭までにポストに投函してくださ
い（切手不要）。
茎インターネットで回答される方
　「インターネット回答の利用案内」に
記載されている手順で、１０月７日昭ま
でに回答してください。
　なお、インターネットで回答した場
合は、調査票（紙）を提出する必要は
ありません。詳細は、「インターネッ
ト回答の利用案内」をご覧ください。

◇ご協力をお願いします
　国勢調査は、日本の未来を考えるた
めに欠くことのできない最新の人口・
世帯の実態を明らかにする重要な調査
です。

　調査結果は、さまざまな法令で使わ
れるほか、社会福祉、雇用対策、生活
環境の整備など、私たちの暮らしのた
めに役立てられます。
　調査票に記入していただいた内容が
外部に漏れることはありませんので、
正確に記入してください。
　ご理解とご協力をお願いします。

　満７０歳以上で希望される方に、都営
交通、都内民営バスに乗車できるシル
バーパス（平成２３年９月３０日まで有効）
を発行します。
　申 満７０歳になる月の初日から申し込み
ができます。住所・氏名・生年月日が
確認できる証明書（保険証な

ど）と、①
～③の該当する項目の書類を持参し、
最寄りのシルバーパス取り扱いバス営
業所へ。
①平成２２年度住民税が非課税の方
…１，０００円と「平成２２年度介護保険料納
入（決定）通知書」の所得段階区分欄

に１～４（特例４を含む）の記載があ
るもの、平成２２年度住民税非課税証明
書、生活保護受給証明書のいずれか
②平成２２年度住民税が課税で、前年の
合計所得金額が１２５万円以下の方
…１，０００円と「平成２２年度介護保険料納
入（決定）通知書」、平成２２年度住民税
課税証明書のいずれか
③平成２２年度住民税が課税で前年の合
計所得金額が１２５万円を超えている方
…２万５１０円
　問 鋤東京バス協会
シルバーパス専用（札０３－５３０８－６９５０）

東京都シルバーパスの発行自転車は自転車駐車場に置きましょ自転車は自転車駐車場に置きましょうう

■納税通知書３ページ
　→平成２１年中の収入が公的年金のみで、平成２２年度市民税・都民税の合計額が１００，５００円の方の場合

徴　　　収　　　方　　　法市民税・都民税
合計年税額 普通徴収年金特別徴収給与特別徴収

（ハ）（ロ）（イ）（イ）＋（ロ）＋（ハ）

５０,３００５０,２００１００,５００

この通知により増減
する普通徴収税額

前回通知した
普通徴収税額

（ハ）－（ニ）（ハ）

５０,３００

普通徴収の方法により徴収する各納期の税額および納期限

第４期第３期第２期第１期期　　別
普通徴収税額

平成２３年１月３１日平成２２年１１月１日平成２２年８月３１日平成２２年６月３０日納　期　限
******************************２５,０００２５,３００期別税額（ハ） 億 ５０,３００

公的年金からの特別徴収の方法により徴収する税額および徴収月

合計額
支払回数割特別徴収税額支払回数割仮特別徴収税額年金特徴税額

平成２３年２月平成２２年１２月平成２２年１０月平成２２年８月平成２２年６月平成２２年４月徴　収　月

前　　回
（ロ）  ５０,２００１６,７００１６,７００１６,８００今　　回

次年度引き続き公的年金を受給する場合（仮特別徴収※）

平成２３年８月平成２３年６月平成２３年４月
１６,７００１６,７００１６,７００

特別徴収を行う公的年金の種類および支払者の名称

厚生労働大臣支払者の名称老齢基礎年金種類

（ロ）の欄（年金特徴）に数
字が印字されている場合、
年金特徴の対象となる方で
あることを示しています。

６月３０日まで・８月３１日ま
でに、窓口や口座振替に
て、納税義務者ご本人に納
めていただいた税額です。

１０月以降支給の年金から引
き落としされる税額です
（１００円未満の端数は１０月
分にまとめることになって
います）。

平成２２年１２月分・平成２３年
２月分と同額を次年度（平
成２３年度）分として特別徴
収します。これを仮特別徴
収といいます。

今年度から新たに公的年金等からの特別徴収（引き落とし）対象者になられた方へ

　公的年金等を受給されている６５歳
（昭和１９年４月３日～昭和２０年４月２
日生まれ）の方および ６６ 歳以上で今年
度から公的年金等からの特別徴収が開
始される方には、今年８月までは納付
書などにより市の窓口や金融機関で市
民税・都民税を納付していただいてお
りましたが、公的年金等から算出され

【６５歳（昭和１９年４月３日～昭和２０年４月２日生まれ）の年金受給者で、市民税・都民税が課税されている方・６６歳以上の年金受給者で今年度から公的年金等から
の特別徴収対象者になられた方は１０月から特別徴収がはじまります】 ◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７・４６０－９８２８）

とは納付方法のみであり、新たな税負
担が生じるものではありません。
■年金特徴される税額について納付書
での納付は選択できるか？
　平成２２年１０月以降は、年金特徴の対
象となる方すべてが、公的年金等から
の引き落としのみとなるため、納付書
による納付方法は選択できません（口
座振替の選択もできません）。
■公的年金等以外の収入がある場合の
納付方法は？
　年金特徴されるのは、公的年金等か
ら算出される市民税・都民税のみのた
め、公的年金等以外の収入（給与所得、
事業所得、不動産所得な

ど）がある方は、
その収入から算出される市民税・都民
税は、年金特徴されず、１０月以降も普
通徴収分が残ります。
　１０月以降の納付方法、時期などにつ
いては、納税通知書でご確認ください。
■年金特徴の具体的な徴収方法は？
　初めて年金特徴の対象となる年度
（初年度＝平成２２年度）は、納税義務
者ご本人に納めていただく普通徴収
と、年金支給時に引き落とす年金特徴
になります。
　 また、年金特徴のうち翌年４月・６
月・８月は次年度（平成２３年度）分と
して徴収します（仮特別徴収）。
　仮特別徴収をすることによって継続
して年金特徴の対象となる次年度以降
は、普通徴収分がなくなり、公的年金
等から算出される税額がすべて年金特
徴になります。

調査員は、「調査員
証」と青色の「腕章」、
「袋」が目印です！


